
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 30 日 

 

 

関 係 団 体 御中 

      

 

 

 

                                              厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

 

 

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 

等の一部改正について 

 

 

 

 

 

 標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健

康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）

長あて通知したのでお知らせします。 



保 医 発 063 0 第 １ 号 
令 和 ３ 年 ６ 月 30 日 

 
 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 長 
都道府県民生主管部(局) 
  国 民 健 康 保 険 主 管 課 (部 )長      殿 
都道府県後期高齢者医療主管部(局) 
  後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 (部 )長  
 
 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長      
                                     （ 公 印 省 略 ） 
 
 

厚 生 労 働 省 保 険 局 歯 科 医 療 管 理 官      
                                     （ 公 印 省 略 ） 
 
 

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」等の一部改正について 
 
 

下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和３年７月１日から適用することとする
ので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して
周知徹底を図られたい。 
 
                                      記 
 
別添１  「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（令和２年３月５日保医発

0305 第 11 号）の一部改正について 
 
別添２ 「特定保険医療材料の定義について」（令和２年３月５日保医発 0305 第 12 号）

の一部改正について 
 
 
                                                                               



別添１ 
 

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 
（令和２年３月５日保医発 0305 第 11 号）の一部改正について 

 
 
１ 別表１のⅠの「処置」の「光線治療器（Ⅱ）」の項を次のように改める。 
 

特定診療報酬算
定医療機器の区
分 

定義 

対応する診療報酬項目 薬事承認上の位置付け 
その他の条件 

類別 一般的名称 

光線治療器（Ⅱ） 

機械器具
（12）理
学診療用
器具 
機械器具
（31）医
療用焼灼
器 

紫外線治療器 
赤外線治療器 
キセ ノン 光 線
治療器 
エキ シマ レ ー
ザ 
チタ ンサ フ ァ
イアレーザ 

赤外線又は紫
外線を用いて
皮膚疾患に対
する光線治療
を行うことが
可能なもの 

J054 皮膚科光線療法 

 
 



 
別添２ 

 
「特定保険医療材料の定義について」 

（令和２年３月５日保医発 0305 第 12 号）の一部改正について 
 
 
１ 別表のⅡの 059（３）④の「タンタル又は純チタン」を「タンタル、純チタン又は

チタン合金」に改める。 
 
 
２ 別表のⅡの 065（３）⑭を次に改める。 
  ⑭ 切換用 

次のいずれかに該当すること。 
ア リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリ

バース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的にアナト
ミカル型の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。 

イ リバース型を用いた人工肩関節置換術等を実施した患者の術後再置換時に、
解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断され
た場合に、アナトミカル型の組み合わせに切り換えるために用いるものである
こと。 

 
 



（別添１参考） 
 

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（令和２年３月５日保医発 0305 第 11 号）の一部改正について 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

（別表１） 

Ⅰ 医科点数表関係 

医学管理等～精神科専門療法 （略） 

処置 

特定診療報

酬算定医療

機器の区分 

定義 
対応する診療

報酬項目 薬事承認上の位置付け その他の条

件 類別 一般的名称 

光線治療器

（Ⅱ） 

機械器具

（12）理

学診療用

器具 
機械器具

（31）医

療用焼灼

器 

紫外線治療

器 
赤外線治療

器 
キセノン光

線治療器 
エキシマレ

ーザ 
チタンサフ

ァイアレー

ザ 

赤外線又は

紫外線を用

いて皮膚疾

患に対する

光線治療を

行うことが

可能なもの 

J054 
皮膚科

光線療

法 

手術～放射線治療 （略） 

Ⅱ 歯科点数表関係 （略） 

 

（別表１） 

Ⅰ 医科点数表関係 

医学管理等～精神科専門療法 （略） 

処置 

特定診療報

酬算定医療

機器の区分 

定義 
対応する診療

報酬項目 薬事承認上の位置付け その他の条

件 類別 一般的名称 

光線治療器

（Ⅱ） 

機械器具

（12）理

学診療用

器具 

紫外線治療

器 
赤外線治療

器 
キセノン光

線治療器 
エキシマレ

ーザ 
 

赤外線又は

紫外線を用

いて皮膚疾

患に対する

光線治療を

行うことが

可能なもの 

J054 
皮膚科

光線療

法 

手術～放射線治療 （略） 

Ⅱ 歯科点数表関係 （略） 

 

 



（別添２参考） 
 

「特定保険医療材料の定義について」（令和２年３月５日保医発 0305 第 12 号）の一部改正について 
（傍線の部分は改正部分） 

 
改  正  後 

 
改  正  前 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第

10 部、第 11 部及び第 12部に規定する特定保険医療材料（フィルム

を除く。）及びその材料価格 

001～058 （略） 

059 オプション部品 

(１)・(２) （略）  

(３) 機能区分の定義 

   ①～③ 

   ④ 人工膝関節用部品・人工関節用部品（Ⅱ） 

     次のいずれかに該当すること。 

    ア （略） 

    イ 骨との固定力を強化するためのポーラス状のタンタル、純

チタン又はチタン合金による加工等が施されているものであ

って、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されているこ

と。 

   ⑤～⑩ （略） 

060～064 （略） 

065 人工肩関節用材料 

(１)・(２) （略）  

(３) 機能区分の定義 

   ①～⑬ （略） 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第

10 部、第 11 部及び第 12部に規定する特定保険医療材料（フィルム

を除く。）及びその材料価格 

001～058 （略） 

059 オプション部品 

(１)・(２) （略）  

(３) 機能区分の定義 

   ①～③ 

   ④ 人工膝関節用部品・人工関節用部品（Ⅱ） 

     次のいずれかに該当すること。 

    ア （略） 

    イ 骨との固定力を強化するためのポーラス状のタンタル又は

純チタンによる加工等が施されているものであって、その趣

旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。 

 

   ⑤～⑩ （略） 

060～064 （略） 

065 人工肩関節用材料 

(１)・(２) （略）  

(３) 機能区分の定義 

   ①～⑬ （略） 



   ⑭ 切換用 

次のいずれかに該当すること。 

ア リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学

的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると

判断された場合に、緊急的にアナトミカル型の組み合わせに

切り換えるために用いるものであること。 

イ リバース型を用いた人工肩関節置換術等を実施した患者の

術後再置換時に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わ

せの設置が困難であると判断された場合に、アナトミカル型

の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。 

066～210 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

   ⑭ 切換用 

リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的

理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判

断された場合に、緊急的にアナトミカル型の組み合わせに切

り換えるために用いるものであること。 

 

 

 

 

 

 

066～210 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 
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